
別添２ 

益 城 町 普 通 財 産 売 買 契 約 書（見 本） 

 売払人 益城町（以下「甲」という。）と買受人 ○○○○（以下「乙」という。）

とは、次の条項により町有普通財産の売買契約を締結する。 

 （売買物件） 

第１条 甲は次に表示する土地（以下「当該物件」という。）を乙に売り渡すものと

する。 

所 在 区 分 数 量（㎡） 

益城町大字宮園字辻６８９番１ 土地 ２０１．８７ 

 （売買代金） 

第２条 当該物件の売買代金は、金○○○○○円とする。 

 （契約保証金） 

第３条 この契約を保証するための契約保証金の額は、金○○○○円とする。ただし、

契約締結日に前条の売買代金の全額を納入する場合は、免除とする。 

２ 前項の契約保証金は、第１７条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈し

ない。 

３ 第１項の契約保証金には利息を付さない。 

４ 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、第１項に定める契約保証金を売

買代金にあてるものとする。 

５ 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金を

甲に帰属させる。 

 （売買代金の支払） 

第４条 乙は第２条の売買代金のうち前条第１項に定める額を除いた額を、甲の発行

する納入通知書により契約の締結の日から６０日以内に甲に支払うものとする。た

だし、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６９条の７第２項の規定

による延納の場合は、延納期間、納付の方法等につき甲、乙で協議のうえ定めるも

のとする。 

 （所有権の移転） 

第５条 当該物件の所有権は、乙が売買代金の全額を納入した時に乙に移転する。 

 （売買物件の登記） 

第６条 甲は、前条の規定により所有権が移転した後、直ちに当該物件について所有



権移転登記をするものとする。 

２ 前項の登記手続に要する登録免許税等の全ての費用は、乙の負担とする。 

（売買物件の引渡し） 

第７条 甲は、当該物件を現状有姿のまま乙に引渡すものとし、第５条の規定により

当該物件の所有権が乙に移転したときに引渡しをしたものとする。 

 （危険負担） 

第８条 乙は、本契約締結後、当該物件の引渡し前に、天災その他甲の責めに帰する

ことができない理由により当該物件が消滅又は毀損した場合は、甲に対して売買代

金の減免及び損害賠償を請求することができない。 

 （契約不適合責任） 

第９条 乙は、本契約締結後、当該物件が種類、品質若しくは数量又は権利に関して

契約の内容に適合しないものであるとしても、履行の追完、売買代金の減免若しく

は損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、消費者契約法

（平成１２年法律第６１号）の適用を受ける場合は、土地についての契約不適合に

限り物件引渡しの日から２年間、売買代金の減額のみの責を負うものとする。 

 （公序良俗に反する使用等の禁止） 

第１０条 乙は、本契約の締結の日から１０年間、当該物件を暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力

団の事務所若しくはその他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供され

ることを知りながら、当該物件の所有権を第三者に移転し、若しくは当該物件を第

三者に貸してはならない。 

（実地調査等） 

第１１条 甲は、前条に定める義務の履行を確認するため、随時に実地調査を実施し、

又は乙に対して所要の報告を求めることができる。この場合において、乙は、調査

を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告を怠ってはならない。 

 （違約金） 

第１２条 乙は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を

違約金として甲の指定する期日までに甲に支払わなければならない。 

（１）前条に定める義務に違反した場合 売買代金の１００分の１０に相当する金額 

（２）第１０条に定める義務に違反した場合 売買代金の１００分の３０に相当する

金額 



２ 前項の違約金は、第１７条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

 （埋蔵文化財発掘に関する費用負担） 

第１３条 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第９３条に規定する周知の埋

蔵文化財包蔵地における埋蔵文化財発掘に関する一切の費用は、乙の負担とする。 

 （契約の解除） 

第１４条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除するこ

とができる。 

 （返還金等） 

第１５条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、次に定めるところにより処

理する。 

（１）乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。  

（２）前項の規定にかかわらず、第３条第１項に定める契約保証金に相当する金額は

返還しない。 

（３）乙の負担した契約の費用は返還しない。 

（４）乙が支払った第１２条第１項に規定する違約金及び乙が当該物件に支出した必

要経費、有益費その他一切の費用は償還しない。  

 （乙の原状回復義務） 

第１６条 乙は、甲が第１４条に定める解除権を行使したときは、甲の指定する期日

までに当該物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が当該物件

を原状に回復することが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することがで

きる。 

２ 乙は、前項ただし書の場合において、当該物件が消滅又は毀損しているときは、

その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わな

ければならない。また、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えている場合

には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は、第１項に定めるところにより当該物件を甲に返還するときは、甲の指定す

る期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第１７条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、そ

の損害に相当する金額を損害賠償として請求することができる。 

 



 （返還金の相殺） 

第１８条 甲は、第１５条の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第１

２条第１項に定める違約金又は前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があ

るときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 

 （近隣住民等への配慮） 

第１９条 乙は、当該物件引渡し以後においては、十分な注意をもって当該物件を管

理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないように留意するものとする。 

 （契約の費用） 

第２０条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、全て乙の負担とす

る。 

 （疑義等の決定） 

第２１条 この契約条項又はこの契約条項に定めのない事項について疑義を生じたと

きは、甲、乙協議のうえ決定するものとする。 

 （裁判管轄） 

第２２条 本契約に関する訴訟の提起等は、甲の所在地を管轄する裁判所において行

うものとする。 

 

 この契約の締結を証するため、本契約書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ各自１

通を保有する。 

 

   令和  年  月  日 

 

甲  熊本県上益城郡益城町大字宮園７０２番地 

益 城 町 

益城町長 西村 博則 

 

       乙  ○○○○○○ 


